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生徒および保護者 様 

福島県立只見高等学校長 

 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業について（依頼） 

 春暖の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、本校の

教育活動に際しまして、多大なるご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

さて、標記の件については福島県教育委員会からの通知を受け下記のとおりとしますので、保護者の皆

様には休業期間中の生徒の健康観察等のご協力をお願いいたします。 

記 

１ 臨時休業について 

○４月２１日（火）から５月６日（水）までを臨時休業といたします。 

○休業期間中のスクールバスの運行はありません。 

○学年ごとに登校日を設定します。この日はスクールバスの運行を依頼していますので、通常通り登

校してください。時程は、学校ホームページおよびＣｌａｓｓｉにて連絡いたします。 

 ４月２７日（月）：３学年    ２８日（火）：２学年    ３０日（木）：１学年 

 

 ２ 休業期間中の生活について 

○規則正しい生活を送り望ましい生活習慣を維持するよう心掛けてください。 

○感染拡大防止の観点から、自宅でも検温等の健康観察を継続してください。生徒に下記の症状があ

る場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。 

 ・風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合（解熱剤を飲み続けている場合も同様） 

 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合 

 ・基礎疾患がある生徒においては、上記の症状が２日程度続く場合 

○不要不急の外出は控え、感染症拡大防止を心がけてください。特に、他県などの感染者が増加して

いる地域へ旅行および帰省をした場合、２週間の自宅等での健康観察期間が必要となり、その間登

校できなくなります。１学期中間考査への影響が大きく懸念されますので、該当する地域への旅行

および帰省は控えてください。 

○期間中の部活動は禁止されています。しかし、運動不足になることも考えられるため、健康保持の

観点から、「３密」を避け、十分な準備運動を行った上での適度な運動も心がけてください。 

○医療機関において、生徒および同居家族等が新型コロナウイルスに感染していると診断された場

合は、速やかに学校へご連絡ください。 

 ○休業中に不安になったり困ったことがあったりしたら、「ふくしま子どもＬＩＮＥ相談」や裏面の

「ふくしま２４時間子どもＳＯＳ」「ダイヤルＳＯＳ」および学校へご相談ください。 

 

３ 休業期間中の学習について 

 ○休業中課題の取組み状況も学校再開後の学習評価に反映されます。生徒の皆さんは各教科からの

課題に授業と同様に取り組みましょう。 

 ○休業中、土曜日や祝日も含め、毎日学校を開放します。時間は９時から１５時までです。自学のた

めに利用してください。ただ、登校する際は十分な感染症対策を行ってください。なお、登校する

場合は前日までに学校へ連絡をお願いします。 

 

４ その他 

○今後の対応に変更等ある場合、学校ホームページおよびＣｌａｓｓｉにて随時お知らせする予定

ですので、ご承知おきください。 

  ○新型コロナウイルス対応についてお気付きの点等あれば、本校までご連絡ください。 

 

（事務担当 教頭 佐藤 繁 Tel 0241-82-2148） 


